
監査委員が実施する監査、検査、審査の種類は、次のとおりです。 

区  分 

定期的に実施する監査等 

定期監査 

決算の審査 

基金運用状況の審査 

例月現金出納の検査 

健全化判断比率等審査 

内部統制評価報告書審査 

必要と認めるときに実施する監査 

財政的援助団体等の監査 

行政監査 

随時監査 

公金の収納等の監査 

要求又は請求に基づく監査 

住民監査請求による監査 

直接請求による監査 

議会の請求による監査 

知事の要求による監査 

職員の賠償責任についての監査 

 

 (外部監査人が実施する監査は、次のとおりです。) 

区  分 

外部監査人が実施する監査 
包括外部監査 

個別外部監査 

 

定期監査 

  監査委員は、県の財務に関する事務の執行及び県の経営に係る事業の管理を
監査します。監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上、期日を定めてこの監
査をします。（地方自治法第 199条第 1項、第 4項） 

 

決算の審査 

  監査委員は、知事から審査に付された決算及び証書類等の書類を審査し、知
事に意見を提出します。決算の審査は、歳入歳出決算（一般会計、特別会計）及
び公営企業会計決算（電気事業、病院事業等）について実施します。（地方自治
法第 233条第 2項、第 3項、地方公営企業法第 30条第 2項、第 4項） 

 

基金運用状況の審査 

  監査委員は、知事から審査に付された基金の運用状況を示す書類を審査し、
知事に意見を提出します。（地方自治法第 241条第 5項） 

 

例月現金出納の検査 

  監査委員は、県の現金の出納を毎月例日を定めて検査をします。（地方自治法
第 235条の 2第 1項） 



健全化判断比率等審査 

監査委員は、知事から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並び
にそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類を審査し、知事に意見を提出
します。（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項、第 22条第 1
項） 

 

内部統制評価報告書審査 

監査委員は、知事が作成した内部統制評価報告書について審査し、知事に意見
を提出します。（地方自治法第 150条第 5項） 

 

財政的援助団体等の監査 

  監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、県が
補助金等の財政的援助を与えているものの出納その他事務の執行で財政的援助
に係るものを監査することができます。また、県が資本金、基本金その他これら
に準ずるものの四分の一以上を出資している法人、県が借入金の元金又は利子
の支払を保証しているもの、県が受益権を有する不動産の信託の受託者及び公
の施設の管理を行わせているものについても、同様に監査をすることができま
す。（地方自治法第 199条第 7項） 

 

行政監査 

  監査委員は、必要があると認めるときは、県の事務（部課等の組織、職員の
配置、事務処理の手続き、行政の運営等）の執行について、監査をすることがで
きます。（地方自治法第 199条第 2項） 

 

随時監査 

  監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも県の財務に関する事務の
執行及び県の経営に係る事業の管理を監査することができます。（地方自治法第
199条第 1項、第 5項） 

 

公金の収納等の監査 

  監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事、公営企業管理者から要求
があるときは、指定金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払の事務について
監査することができます。（地方自治法第 235の 2第 2項、地方公営企業法第 27
条の 2第 1項） 

 

 

 

 



住民監査請求による監査 

  地方公共団体の住民は、地方公共団体の長、委員会、委員又は職員について、
違法又は不当な財務会計上の行為（公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約
の締結・履行、債務その他の義務の負担）及び違法又は不当な公金の賦課・徴収、
財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査
委員に対し、監査を求め、当該行為を防止・是正し、怠る事実を改め、当該行為
又は怠る事実によって地方公共団体がこうむった損害を補填するために必要な
措置を講ずべきことを請求することができます。（地方自治法第 242 条第 1 項） 

 

直接請求による監査 

  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以
上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、県の事務の執行に関し、
監査の請求をすることができます。（地方自治法第 75条第 1項） 

 

議会の請求による監査 

  議会は、監査委員に対し、県の事務に関する監査を求め、監査の結果に関す
る報告を請求することができます。（地方自治法第 98条第 2項） 

 

知事の要求による監査 

  監査委員は、知事から県の事務の執行に関し監査の要求があったときは、そ
の要求に係る事項について監査をします。（地方自治法第 199条第 6項） 

 

職員の賠償責任についての監査 

  知事は、出納職員等が故意又は重大な過失により、その保管に係る現金等、
その使用に係る物品を亡失又は損傷し、県に損害を与えたと認めるときは、監査
委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決
定することを求めます。（地方自治法第 243条の 2の 2第 3項、地方公営企業法
第 34条） 

 

包括外部監査 

  包括外部監査とは、知事が、毎会計年度、弁護士や公認会計士等の資格を有
する者と包括外部監査契約を締結し、その者(包括外部監査人)が行う監査です。 
包括外部監査人は、自ら決めた特定のテ－マについて、県及び財政的援助団体等
(県の出資団体、県の補助金交付団体及び指定管理者)に対して監査を行います。 
監査委員事務局は、包括外部監査人の行う監査に協力(監査対象機関との連絡調
整等)します。（地方自治法第 252条の 33、36、37） 

 

個別外部監査 

  住民、議会又は知事は、監査委員の監査に代えて個別外部監査人による監査
を求めることができます。（地方自治法第 252条の 39～43） 


